
邑楽町地産地消協議会設置要綱

（設置の目的）

第１条 邑楽町の自然環境を活かし生産された、安心安全な農畜産物を地域で消費しよ

うとする活動を通じて、生産者と消費者を結び付ける地産地消の取組を行うため、邑

楽町地産地消協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を協議する。

（１）農畜産物の地産地消に関する事項

（２）農畜産物のブランド化に関する事項

（３）農畜産物の食育の推進に係る啓発活動、情報交換等に関する事項

（４）その他町長が必要と認める事項

（組織）

第３条 協議会は、委員で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

（１）副町長

（２）学識経験者

（３）消費者

（４）農業の振興に関する業務に係わる者

（５）商工業の振興に関する業務に係わる者

（６）農業の生産に関する業務に係わる者

（７）その他町長が必要と認める者

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に新

たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、協議会の会務を総理する。

３ 会長は、副会長を指名する。

４ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

（報酬）

第５条 委員の報酬は、これを支給しない。

（会議）

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は議長がこれを決する。

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めること

ができる。

（専門部会）

第７条 協議会の所掌事務を補佐するため、専門部会（以下「部会」という。）を置く



ことができる。

２ 部会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

（報告）

第８条 会長は、協議会が協議した結果について、速やかに町長に報告しなければなら

ない。

（庶務）

第９条 協議会の庶務は、農業振興課及び商工振興課において行う。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。

附則

（施行期日）

平成２０年１０月２９日

附則

（施行期日）

平成２６年４月１日

附則

（施行期日）

平成２７年３月９日


